
 

 

令和８年度 加古川市教育委員会 機構改革について 

１  機構改革の基本的な考え方 

より迅速で効果的・効率的な教育行政の推進体制を維持するとともに、部活動地

域展開といった重要課題を着実に実施できる体制を構築するため、次のとおり機構

改革を行う。 

２  機構改革の内容 

教育総務部 

（１）部活動地域展開推進室（新設） 

「かこ☆くら」の本格実施に伴い、部活動地域展開推進室を設置する。 

 

教育指導部 

（２）学校教育課 

教育総務部の部活動地域展開推進室設置に伴い、部活動地域展開に係る事業の効率

化を図るため、部活動地域展開推進担当を廃止する。 

 

教育機関 

（３）幼稚園 

    就学前教育・保育施設の再編に伴い、加古川幼稚園、鳩里幼稚園、氷丘幼稚園、

別府町幼稚園を廃止する。 

 

〔参考〕 

市民協働部 

（１）スポーツ・文化課 

教育総務部の部活動地域展開推進室設置に伴い、部活動地域展開に係る事業の効率

化を図るため、部活動地域展開推進担当を廃止する。 
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